
津山市では、戦争遺品・平和資料を平和教育等の教材として貸出をしています。

なお、これらの資料は市民の皆様から自宅に眠っていたものを市へ寄贈いただいたもので

す。

ご利用にあたっての手続きと貸出条件は次のとおりです。

１ 借用の申し込み

事前に、お電話で借用希望資料の空き状況を確認いただいた上で、資料借用申請書に必

要事項をご記入し、人権啓発課に提出してください。貸出を許可する場合は、資料貸出許

可証を交付します。

２ 受け取りと返却

資料の受け取りは、資料貸出許可証をご持参の上、人権啓発課窓口へ直接お越しくださ

い。返却については期日を守り、人権啓発課窓口へ直接ご持参ください。

３ 貸出資料

貸出可能な資料は、１ページ以降に掲載しています。

４ 貸出期間

１回２週間以内

５ その他

資料に異常がありましたら、速やかにご連絡ください。

【お問い合わせ】

津山市総務部人権啓発課人権係

〒708-8502 津山市新魚町１７番地 アルネ・津山５階

津山男女共同参画センター「さん・さん」内

TEL 0868-31-0088 FAX 0868-31-2534
開所時間：（月・水～金） 午前１０時～午後７時

（土・日） 午前１０時～午後６時

休 日：火曜日、国民の祝日、１２月２９日～１月３日

ご利用案内


